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総 行 選 第 ３ 号 

総 行 管 第 １ 号 

令和元年５月１５日 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県選挙管理委員会委員長 

各 指 定 都 市 市 長 

各指定都市選挙管理委員会委員長 

 

 

総 務 大 臣 

 

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び 

公職選挙法の一部を改正する法律の施行について（通知） 

 

 

第１９８回国会において成立をみた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法

律及び公職選挙法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、令和元年法

律第１号をもって、本日公布されました。 

今回の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９

号）及び公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）の改正は、最近における物価の変

動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙

等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する

とともに、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例などを踏まえた開票区の

設置に係る規定の整備、投票所の円滑な設置及び運営のための投票管理者及び投票立

会人の選任要件の緩和のほか、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを

可能とすることを目的として行われました。 

貴職におかれましては、今回の施行に係る改正法の内容を十分御理解されるととも

に、改正法による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（以下「新

基準法」という。）及び公職選挙法（以下「新公選法」という。）の運用に遺漏のな

いよう、また、新基準法により算定される選挙執行経費の基準額は、通常の場合にお

いて国が負担する限度額となるものであるため、各選挙管理委員会においては、事務

殿 
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の合理化に努め、その範囲内の経費で選挙の管理執行を行うよう、下記事項に御留意

の上、貴都道府県内の市町村長及び市町村の選挙管理委員会に対しても、格別の御配

慮をお願いします。 

なお、改正法の施行に伴い、公職選挙法施行令等についても所要の改正を行うこと

としており、その内容については、別途通知する予定です。 

 

記 

 

第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正 

 一 選挙等の執行状況を踏まえた規定の新設等 

  １ 閉鎖時刻の繰上げ等を行った投票所に係る減算規定が設けられたこと。（新

基準法第４条第３項及び第７項関係） 

  ２ 投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定が設けら

れたこと。（新基準法第４条第１６項及び第１７項、第４条の２第５項並びに

第５条第１７項及び第１８項関係） 

  二 投票所経費等の基準額の改定 

   最近における物価の変動及び公務員給与の改定等を踏まえ、投票所経費、開票

所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を

実情に即するよう見直され、これらの基準額が改定されたこと。（新基準法第４

条から第９条まで、第１３条から第１５条まで及び第１７条関係） 

 三 公職選挙法の一部改正に伴う規定の整備 

   第二の三に伴い、事務費の基準額が改定されたこと。（新基準法第１３条関係）    

 

第二 公職選挙法の一部改正 

 一 投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和 

     市町村の選挙管理委員会は、投票管理者及び投票立会人を、選挙権を有する者

の中から選任するものとされたこと。（新公選法第３７条第２項及び第６項並び

に第３８条第１項及び第２項関係） 

  二 開票立会人の選任に係る規定の整備 

    １ 公職の候補者等は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は

一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から開票立会人

を届け出ることができるものとされたこと。（新公選法第６２条第１項関係） 

    ２ 都道府県の選挙管理委員会が公職選挙法第１８条第２項の規定により市町村
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の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区

を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日

までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙

の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は

一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から３人以上１

０人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わ

せなければならないものとされたこと。（新公選法第６２条第８項関係） 

  三 選挙公報の掲載文の電磁的記録による提出 

     選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することが可能とされたこと。（新

公選法第１６８条第１項から第３項まで関係） 

 

第三 施行期日等 

  一 この法律は、公布の日から施行するものとされたこと。ただし、第一の三及び

第二については平成３１年（令和元年）６月１日から施行するものとされたこと。

（附則第一条関係） 

 二 新基準法の規定（新基準法第１３条の３の規定及び新公選法に係る改正部分を

除く。）は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議

員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条の規定による投票

について適用するものとされたこと。（附則第２条第１項関係） 

 三 新基準法第１３条の３の規定は、公職選挙法第３０条の３第１項に規定する申

請の時の属する日が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用

するものとされたこと。（附則第２条第２項関係） 

 四 新基準法（新公選法に係る改正部分に限る。）及び新公選法の規定は、一のた

だし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、

最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条の規定による投票について適

用するものとされたこと。（附則第２条第３項関係） 

 五 その他所要の規定の整備がされたこと。 

 

以上 

 


